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【ＦＩ】
   Ａ２３Ｋ   1/18    　　　Ａ
   Ａ２３Ｋ   1/16    ３０１Ｆ
   Ａ２３Ｋ   1/16    ３０４Ａ
   Ａ２３Ｋ   1/16    ３０５Ｂ
   Ａ２３Ｋ   1/00    １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月11日(2011.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　犬または猫にとっての美味しさを高めるための、ルーメンもレバーも含有せず、５ｐｐ
ｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍ
の濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩の添加物を含有するペットフードの使
用。
【請求項２】
　前記ペットフードが、５ｐｐｍから１，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐ
ｐｍから５００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有することを
特徴とする請求項１記載の使用。
【請求項３】
　犬または猫にとっての美味しさを高めるための、レバーを含有するが、ルーメンを含有
せず、７ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから１０，
０００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩の添加物を含有するペッ
トフードの使用。
【請求項４】
　前記ペットフードが、１０ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または
４ｐｐｍから５００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有するこ
とを特徴とする請求項３記載の使用。
【請求項５】
　前記ペットフードが、牛のレバーおよび／または鶏のレバーを含有することを特徴とす
る請求項３または４記載の使用。
【請求項６】
　犬または猫にとっての美味しさを高めるための、ルーメンを含有し、２０ｐｐｍから１
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０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の
３－メチル酪酸および／またはそれらの塩の添加物を含有するペットフードの使用。
【請求項７】
　前記ペットフードが、２２ｐｐｍから１，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４
ｐｐｍから５００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有すること
を特徴とする請求項６記載の使用。
【請求項８】
　前記ペットフードが、酪酸および３－メチル酪酸以外にＣ2～Ｃ10脂肪酸を含有するこ
とを特徴とする請求項１から７いずれか１項記載の使用。
【請求項９】
　前記脂肪酸が、酢酸、プロピオン酸、イソ酪酸、２－メチル酪酸、ペンタン酸、ヘキサ
ン酸、２－メチルペンタン酸、４－メチルペンタン酸、２－メチル－２－ペンタン酸およ
びこれらの酸の混合物の中から選択されることを特徴とする請求項８記載の使用。
【請求項１０】
　前記酪酸、３－メチル酪酸および／またはそれらの塩が、前記ペットフード内でカプセ
ル中に被包されていることを特徴とする請求項１から９いずれか１項記載の使用。
【請求項１１】
　前記カプセルの材料が、マルトデキストリン、糖、糖の誘導体、融点の高い脂肪、セル
ロースの誘導体、アルギン酸カルシウム、ペクチン酸カルシウム、ゼラチン、ゼイン、ア
ルブミンタンパク質、乳漿タンパク質分離体、大豆分離体、ルピナス分離体、キトサンま
たは高アミロースデンプンであることを特徴とする請求項１０記載の使用。
【請求項１２】
　前記カプセルのサイズが１０μｍから２００μｍであることを特徴とする請求項１０ま
たは１１記載の使用。
【請求項１３】
　前記ペットフードが、モイストまたはドライタイプのペットフードであることを特徴と
する請求項１から１２いずれか１項記載の使用。


	header
	written-amendment

